
情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第４０回 議事録 

 

１ 日時：平成２０年６月１９日（木）１９：００～２０：３０ 

２ 場所：総務省 講堂 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、浅野 睦八、池田 朋之、石井 亮平、岩浪 剛太、植井 理行、

大渕 哲也、大山 永昭、華頂 尚隆、河村真紀子、佐藤 信彦、椎名 和夫、菅

原 瑞夫、関 祥行、高橋 伸子、田胡 修一、田村 和人、中村伊知哉、生野 秀

年、福田 俊男、堀 義貴、依田 巽              （以上２２名） 

（２）オブザーバー 

川瀬 真（文化庁）、吉川 治宏（三井物産株式会社）、土橋 寿昇（日本電信電話

株式会社）、中村 秀治（株式会社三菱総合研究所）、長谷川 洋（株式会社テレビ

朝日）、藤沢 秀一（日本放送協会）、元橋 圭哉（日本放送協会）、山崎 博司（社

団法人日本音楽事業者協会） 

（３）事務局 

小笠原情報通信政策局情報通信政策課コンテンツ振興課長 

（４）総務省 

小笠原情報通信政策局長、中田政策統括官、松井官房審議官、吉田放送政策課長、

吉田地上放送課長、武田衛星放送課長 

 

【村井主査】 それでは、ただいまから情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の

促進等に関する検討委員会」の４０回の会合を開催いたします。本日はお忙しいとこ

ろをお集まりいただきましてありがとうございます。 

   本日、欠席された委員、ご出席のオブザーバーは、いつものように席上の配付の資

料に記させていただいておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

   前回の委員会では、技術検討ワーキンググループで検討されている、エンフォース

メントの在り方について、放送事業者の立場からご報告を頂き、ご議論をいただきま

した。期日が迫っております関係で本日は答申骨子案をご用意いたしましたので、事

務局からご説明をいただいた後にご議論いただきたいと思います。その後でフォロー

アップワーキンググループの検討状況を、主査の中村委員からご報告をお願いいたし

ます。 

   それでは、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、出席、欠席あるいは座席表を除いていただき

まして、議事次第がついておるところですが、議事次第を外していただきまして、こ



れは資料１点だけ、中間答申の骨子案と、６月１９日付で当委員会の骨子案として提

出させていただいております。以上です。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 それでは、早速、今回の答案骨子案の説明をお願いします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】  それでは、事務局より資料、中間答申の骨子案に基づ

きまして、一通り内容を説明させていただきます。 

   まず１ページでございますが、全体的な目次が書いてあります。大変申し訳ありま

せんが、検討中として内容をまだ骨子の段階で書き込んでいないものが一部ございま

すが、その点については後ほど説明をさせていただきます。ご案内のとおり、当委員

会、コンテンツの取引市場に関するワーキング、それから、いわゆる技術ワーキング

においてデジタル放送におけるコピー制御とその担保手段の在り方、大きく言えばそ

の２つのテーマに取り組んできているわけでございます。したがって、骨子もこのコ

ンテンツ取引市場に関することと、それから、コピー制御のルールとその担保手段の

在り方と、大きく２つの検討項目について議論をまとめてございます。 

 それでは、コンテンツの取引市場ということについての骨子のご説明をさせていた

だきます。それでは、３ページをご覧いただければと思います。この目次につきまし

ては、基本的に５月２９日にご説明させていただきまして、基本的な骨子、内容につ

きましてはこの場でご了承をいただいております。基本的にはその枠組みを崩してお

りません。これに基づいて骨子の作成、それから、答申案の作成ということにかかる

ことについて、この場の方々のご了承をいただいたものということでございます。大

きく検討の背景、それから、その中でどういう検討の経緯を経てきたか、それから、

具体的に取引市場の形成に向けての当面の提案ということではどういったことがある

べきかと、その３点についてまとめてあります。 

 それで、検討の背景と、それから、検討の経緯について、これはほとんど５月２９

日の段階でちょっとご説明させていただいておりますので、それについての議論はち

ょっと極力省略しようと思いますが、４ページを見ていただいて、これは仮に今回本

中間答申をまとめられるといたしますと、今後のこの第一部・第二部を通した基本認

識だと言えるところであると思いますが、この 初の四角のところであります。放送

コンテンツといったところが、日本の映像コンテンツの中で非常に重要な位置づけと

いうことを持っていること、それから、今後１０年間の上での約５兆円拡大という、

政策目標があるわけでありますが、その約５兆円の拡大ということを言う中で、この

放送コンテンツがどれぐらい市場拡大をしていけるかということは、非常な重要な検

討課題になるだろうということであります。 

 それから、５ページでございますが、それでは今申し上げた放送コンテンツの市場

拡大といったことを考えた場合、具体的には二次利用、それから、海外展開といった

ことがどういうふうに進んでいるかといったとこ、これも事実関係でまとめてありま



す。まず海外展開ということで言えば、箱の中の上の○のところでございますが、既

に１００億円近くというところに達しています。アニメ、ドラマ、バラエティを中心

に１００億円近いところに達しており、かつこれはもう年々伸びているという、非常

に企業のご努力で伸びつつあるという状況があるということでございます。次に、い

わゆるマルチユースというところを見ますと、海外では事実関係としては人気ドラマ

が放送を翌日に配信されるとか、それから、人気ドラマが海外番組販売ということで、

非常に売れているからという事例もあるわけでありますが、それがちょっと６ページ

にまとめてありますけれども、言うまでもないことですが、これは海外ではちょっと

こういった事例もあるということで、国内ではそれぞれ日本の事業者さん、それぞれ

経営計画といったところに明記をされた上、マルチユースと、ネット配信、あるいは、

海外展開、それから、国内の番組販売といったところについて計画に明記の上、それ

ぞれ積極的に取り組んでおられるということは、この場でも何回かご報告があったと

おりであります。 

 ただ、しかしながら、ここで申し上げたような海外とのネット配信ということにお

いて、多少生じているように見える事実関係、それから、海外展開といったようなこ

とで、今の現状といったこと、そういったことをとらまえて、ちょっと幾つかご意見

が出てきているという状況はあるわけであります。それが７ページというところに分

けてあるわけでありますが、７ページ、８ページのところでは、今申し上げたような

マルチユース、それから、海外展開といったところについて、そういった事実関係を

とらえて、そういったことをさらに、つまりマルチユースを促進する、海外展開を促

進する、あるいは、ネット配信を促進するという意味で、やっぱりこういったことを

やっていかなければいけないのではないかという、専ら制度面のちょっとご意見とい

ったところをまとめているところであります。 

 この７ページに書きましたのは、いわゆる許諾権制限と呼ばれる考え方というふう

に分類できると思いますが、これは２年前の諮問会議のところで既に出ていますが、

すべての権利者から事前の許諾に代替し得る簡便な手続ということを、約２年以内に

整備すべきであると、この時点で２年ですから、もうちょっと１年切っているわけで

すが、こういったことが経済財政諮問会議で提言をされ、実際継続的に毎年知財計画

にも明記をされていると、これは事実関係としてあるわけです。これは諮問会議とか、

あるいは、知財本部といったところで出てきている議論でございますが、それ以来、

民間のフォーラムからも同じような考えの、いわゆるネット法と呼ばれている考え方

でありますが、ホームページに公開しているものからちょっと若干とらせていただき

ましたけれども、同じような権利者の事前の許諾権ということが、インターネット配

信あるいはその他のコンテンツ流通といった促進を妨げる要因になっていると、そう

いった問題意識のもとに権利者の事前の許諾権ということを制限し、インターネット

配信、その他のコンテンツ流通を促進していくという考え方が、民間のフォーラムか



ら提言されております。 

 もう下の絵に端的にかいてありますが、このストップマークがついているところに

あらわれているように、要するに原作者、脚本家、それから、実演家といった方々の

いわゆる許諾権というところに、ストップマークをつけておくと。じゃ、誰がそうい

ったことの許諾権ということを持つことになるかというと、ここにはたまたま放送事

業者の例が挙がっていますが、そのほかにも映画の事業者とか、例えばレコード事業

者といったようなことも、考えてはどうかということですが、そういったいわゆる配

信を行う方々、そういった方々が一元的にそういった配信するかどうかの許諾権とい

うことを持ち、左に書いてあるようないわゆる権利者の方々が、そういった許諾をす

るということには、小さく赤でバッテンがついていますけれども、そういったことに

は制限をかけるといったことを、ネット法ということで法制度で実現しようという、

そういった考え方が提案をされているわけであります。 

 次に、８ページでございますが、今のは権利者の許諾権ということを制限すること

によって、そういったコンテンツ流通の促進ということを実現してはどうかといった

観点のアプローチでございますが、もう一つは、諸外国においては幾つか見られる例

を、ちょっと参考にしてはどうかという意見もあるわけでございまして、いわゆる番

組供給市場というところに着目をいたしまして、いわゆる放送番組の制作主体、それ

から、それを流通させる主体といったところ、特に放送ということを電波を用いてや

っている者に対して、何らかの規制をかけるということで、それによって放送番組を

つくり、それで放送番組を流通させるという人と、それから、実際にその放送する人

ということを実際事実上分けると、そういった考え方にしてはどうかということだと

思いますが、イギリスでは外部調達式規制、韓国では同じく外部調達規制、それから、

アメリカではこれはもう既に廃止をされておりますが、フェンシンルール、プライム

タイムアクセスルールといった、一定の割合を必ず外部から調達しなければいけない。

したがって、必ず放送される枠の中でも、いわゆる放送事業者以外の人がつくって流

すと、そういった枠を設けるといった考え方であります。 

 以上が事実関係としてのちょっとご説明なんでございますが、今のような事実関係、

それから、コンテンツ流通ということをやっていく上で、制度上のちょっとアプロー

チということについて幾つかご紹介したわけですが、それについての検討経緯が９ペ

ージに簡単に説明してございます。つまり許諾権の制限とか、今のような外部調達規

制といったとり方について、どういうふうに考えていくかということなんですが、も

う許諾権制限ということについては、例えばそういったやり方では流通が拡大しない

ということは、この審議会では確認していると言えるんではないかといったご指摘、

あるいは、インターネット配信で見た場合、コンテンツの調達コストを 小限に抑制

するという事業者と、自らの創作活動でみずからの投資を 大限度に上げるといった

方々と、この間のビジネスの条件が折り合わないといったところが 大の問題になの



であって、許諾権の存在ということは全く関係がないと、そういったご指摘もあった

のではないかと思います。 

   一方、先ほど申し上げたように外部調達規制ということに関して申し上げれば、番

組製作においてそもそも市場の流通性を、優先させるような規制がもしあるとすると、

放送番組の価値自体がちょっと変動してくる恐れが出てくるんではないかといったこ

と。それから、ちょっと何度かご説明したとおり、放送事業者の性格が要するに海外

と日本では、随分違うところがあるのではないかと、いわゆる、４公１民と言われて

いるような、ちょっといわゆる公的な主体が放送事業であるということがずっと経営

上出来た国と、そもそも成り立ちからいわゆる二元体制ということで、民間放送とい

うことで出発した企業がほとんどである国と、そこのところはちょっと同列に論じら

れないのではないか、あるいは、いわゆるあまねく普及ということに関する考え方と

いうことの、日本と、それから、諸外国との相違ということで、いわゆる日本全国の

放送事業者がそれぞれある程度、質の一定した放送番組を手に入れられると、そうい

う仕組みを作ることについてのニーズが、やっぱり若干外国と日本では違うのではな

いか、そんなご指摘もあったかと思います。 

 ただ、一方で今申し上げたようなコンテンツの調達については、民民の取引に任せ

るべきであると、したがって、制度的な規制はなじまないといったお考えに対して、

番組製作者という立場の方々からは、いわゆるそういったコンテンツ・クリエーター

や、産業の育成ということを考えると、この民民の取引に完全に任せるということで

はなくて、ある程度、制度的な見直しということが必要なのではないかと。たとえ製

作の受発注構造に関する規制といったようなことがそれに当るんではないか、そんな

ご意見もあったところでございます。 

 今の９ページでご説明したのは、いわゆるコンテンツ流通のための制度上のアプロ

ーチということについて、どう考えるかというご意見だったのでございますが、この

１０ページは、制度上のアプローチということをしないで、民間主導で解決していく

といった場合に、どういったことが考えられるかということについての検討の経緯で

ございます。基本的にはまず法的な措置を導入しないで、民間主導でアプローチをと

っていくということであるとすると、そういった民間主導のアプローチで様々に行わ

れていくトライアルということについて、それがちょっと効果実は上がっていくとい

うことにいての検証は必要だろうと、それがすべてに貫く考えとしてはございますが、

じゃ、どういった考え方のトライアルがあり得るのかということで、ここに３つほど

書いてあるわけでございます。 

 まず１点目が、いわゆるコンテンツの取引に必要な情報ということも、ある程度範

囲が決まっているわけでありまして、 も重要な著作権情報ということを中心として、

ある程度、情報の集約、公開といったことを、データベースということを構築してや

っていくという考え方は、あり得るのではないかということが１点目でございます。



すなわち著作権情報といったことを要するに取引を希望する人に、つまり誰でもかれ

でもではなくて、取引を希望する人に公開するデータベースということが必要なんで

はないかと。ただし、そこで２種類ほどある訳でありまして、放送事業者さんが製作・

著作する場合、それから、独立の番組製作者さんが製作・著作する場合、これは二通

りあるわけであります。今回の議論の経緯で明らかになりましたのが、放送事業者さ

んが製作・著作するという放送コンテンツにつきまして、それを色んな流通に乗せて

いきたいというニーズは、これは非常に高いものがあるんですが、それでは、こうい

ったデータベースといったような具体的な形を持った市場形成ということになります

と、それを構築するための「リスク」と「コスト」を、負担してもいいという意思を

表明されるプレーヤーの方々が、少なくとも今回のクールの審議では見出せなかった

のではないかということが言えるかと思います。 

 一方、独立の番組製作者さんが製作・著作する場合のデータベースといったことに

なりますと、これはこの場でもご発表いただきましたが、番組製作者ご自身が自らの

「リスク」と「コスト」を負担してでも、そういったデータベースは構築を検討して

いく用意があるといったことをおっしゃっていただきました。しかもこれについては

この場の権利者さん、放送事業者さんからも一定の評価が得られたところでありまし

て、こういったアプローチについてはちょっとあり得るんではないかということでは

なかったかと思います。 

 それから、今までのものは情報を集約、公開していこうという考え方ですが、それ

に対していわゆる番組国際見本市と言われているように、実際の番組自体を持ち寄っ

て、そこに売りたい人と買いたい人が集まってくると、そういった見本市といったこ

とを、もっと積極的に我が国においても開設していってはどうかと、そういったトラ

イアルも提案されているわけであります。ご存じのとおり、韓国はじめ 近アジアで

もこういった見本市が増えておりますので、日本でもそういったものを積極的につく

っていくべきだといったご議論がございました。 

 後に、意欲ある番組製作者ということに、もっと機会を提供していくべきではな

いかということもあったかと思います。つまり自ら製作資金の調達リスクということ

は負担すると。一方で、放送したところで終わりではなくて、マルチユースに積極的

に取り組んでいくと、そういう意思のある放送コンテンツ製作、いわゆる外部製作者

の方々に対しては、もっと製作、それから、放映といったことの機会を、提供してい

くべきではないかと。そういったことをトライアルとしてまずはやって、それでだん

だん民民ベースの広がりが出てくるのを、見守るといったことができないかと、そう

いった検討もなされたわけであります。 

 以上が大体制度のアプローチという指摘から始まって、それに関する検討の経緯で、

それで、じゃ、その制度ということではなくて、民でやっていくということからする

とどんなやり方があるかと、そんなことについて一連の経緯でございますが、 後１



１ページに、それではそういうことを前提とした場合、どういったことをやっていく

べきか、３つの提案というのが書いてありまして、１つは、番組製作者、先ほど申し

上げた放送事業者が製作・著作をするということが別の、番組製作者が製作・著作を

持つコンテンツについて、いわゆる取引市場データベースということの構築を、積極

的に推進していくということかと思います。その際、（１）の②に書いてありますとお

り、まずは複数の番組製作者さんが、それぞれデータベース構築を目指しておられま

すので、そういったそれぞれが進めておられるデータベースの特徴、これは尊重して

その連携を図らなければいけない。 

 それから、もう一つは、権利者団体さんがいろんないわゆる仕事の効率のデータベ

ースをつくっておられる、これもこの場で明らかになりました。そういった権利者の

データベースの相互連携ということも必要になるのではないか。そういったことを含

めて、番組製作者のデータベースの特徴、それから、権利者団体とのデータベースと

の連携、そういったことをちょっと踏まえて、効率的なシステム構築ということを、

支援していくべきではないかということではなかったかと思います。ただし、これは

提案された番組製作者の方々からのご意見でございましたが、これは番組製作者に著

作権が帰属すべきときには帰属すると、これが大前提であるので、著作権帰属という

ことが公正なルールな下で行われるように、引き続き、そういった支援を行うのであ

れば、審議会としても検証ということが必要ではないかということでございました。 

 それから、２点目が先ほどの見本市の形成ということであります。ちょっとここに

「現物取引市場形成」と、日本語でちょっと難しく書いてしまいしたが、要は見本市

ということでございます。これについても積極的に支援するという方向性は（１）と

同様でございますが、ただ、支援していくということであるならば、やはりこれもコ

ンテンツの海外取引の促進という観点からの、効果検証ということが重要であるとい

うご指摘がございました。 

 それから、意欲ある番組製作者に対する機会提供ということについては、既にデジ

タルメディア協会（ＡＭＤ）さんが自ら放送事業者さん、それから、スポンサーさん

になる企業、あるいは、電通・博報堂のような広告代理店の方々と連携をしておられ

て、マルチユースに意欲ある製作者からの企画募集ということを今年２月に行われま

した。実際それが優れた企画として選定・表彰するというイベントが実際あったわけ

ですが、もう既にその選定・表彰されたものの中には、実際に放送に向けた交渉とい

うことが、具体的に進んでいるということが既にもう３件、４件表れているというこ

とでございます。 

 以上、３つほどちょっとご提案をしているわけですが、いずれにしても留意事項と

しては、こういったトライアルの進捗状況や成果については、もう十分把握し検証し

ていかなければならいということが１つ。特に「意欲ある番組製作者」の件でござい

ますが、すでにＡＭＤさんが始めているものについて、もうちょっと審議会の事務局



として、現状と、それから、どれぐらいまで進んでいるか、進捗ということについて

はもうちょっと十分に把握し、この場でもわりときめ細かく報告をしていくべきでは

ないかというご指摘もございましたので、それはまさに今取り組んでいるところでご

ざいます。 

 それから、ちょっと番組製作者に何度かおいでいただいて、そのときのご主張にあ

りました民間における放送コンテンツ取引、それにかかわる現状についてでございま

すが、これもこの前と同じような関係者の意見聴取ということの機会を設けまして、

放送コンテンツの製作取引といった検証ということは、必要に応じて実施していくと

いうことかと思います。それでそういった検証と、それから、把握という過程の中で、

必要に応じて何か措置が出てくるようであれば、その構築実施ということを検討して

いくということになるのだろうと。いずれにしても、今提案されている、あるいは、

動いているトライアルということをしっかり現状把握して、それであわせてトライア

ルとは並行して進んでいる、放送コンテンツの取引の実情というところについても、

適時検証と現状把握ということをやる。いずれにしても、必要に応じて所要の措置を

検討していくということになるのだろうということでございます。 

 以上が取引市場に関するちょっとご報告でございまして、１２ページから１６ペー

ジのところについては、もうこれは参考資料でございますので、ここは省略をさせて

いただきます。 

 次に、１７ページ以下、「デジタル放送におけるコピー制御ルールとその担保手段の

在り方」ということについてのご説明に移ります。 

 １８ページをちょっと見ていただきたいのですが、ここもテーマとしては２つござ

います。１つは、昨年の第四次答申で提言をされました、デジタル放送におけるコピ

ー制御のルールの在り方、いわゆるコピーワンスと言われているものの改善を、去年、

答申で提言していただいているわけでございますが、今度はコピー制御のルールがど

ういうふうに改善が実現していくのかと、そのフォローアップの過程をこの第一節で

は書いておりまして、そこについてはちょっと後ほど申し上げるようにというか、今

もう皆さん十分にご認識いただいている問題がございまして、ちょっと一部、今後の

進め方に関する提言ということについては、調整中とさせていただいております。 

   次に、コピー制御のルールということがありますと、必ずその担保手段の在り方と

いうことが問題になるわけでございますが、いわゆるこれはエンフォースメントとい

う呼び方でずっと議論してまいりました。そのことについても、今まで議論をした材

料とした事実関係の整理ということは、Ⅰ・Ⅱで行っているのでございますが、じゃ、

それに基づいて今後どういうふうにしていくかという提言については、ちょっと若干

調整がおくれておりまして、ここも今調整中ということで空白にしてございます。 

   それでは、１９ページ以下、いわゆるデジタル放送におけるコピー制御のルール自

体の方について、ちょっと骨子の内容をご説明いたします。１９ページはもう何度も



この場で出たことですので、もう皆様よくご存じと思います。いわゆるコピーワンス

ということを、いわゆるダビング１０というふうにするということで、昨年の四次答

申があったということでございます。この元データが消滅するということを、元デー

タは基本的には保存されるということへ、それから、基本的にはムーブということが

１回しかできなかった状態から、いわゆるコピー９回・ムーブ１回と改善していると、

そういったことを骨子とする考え方でございました。 

   さて、問題はこの１９ページにつきまして、その実現のプロセスでございますが、

２０ページにそこのところをちょっと追っかけさせていただきました。このダビング

１０ということの実現につきましては、第四次中間答申のとき放送事業者とか、受信

メーカーの方々といった関係者の方々に対して、当審議会の提言を踏まえる取組みを、

本年中を含めて可能な限り早急に実行に移すように改めて要請するという形で、今回

の答申をなるべく早く実現していくことについて、審議会から放送事業者・受信機メ

ーカーの方々に、これはお願いをした格好になっております。そしてこのお願いにつ

いては、放送事業者さん、メーカーさん、関係者間でも非常な努力をされ、その結果

今年の２月１９日でございますが、Ｄｐａのほうから当委員会におきまして、２つの

ご提案と発表ということがございました。１つは、Ｄｐａの作業としては、６月２日

の午前４時ということを、ダビング１０のスタート時ということで、準備をしていき

たいというご提案が１点でございます。それから、２点目は、そういうプロセスで開

始期日を確定していくということについては、この委員会の皆さん、要するに構成員

の方々の理解と承認をいただいていきたいと、そういったご提案があったということ

で、この２つのご提案については２月１９日の段階で、この中でもちょっと特段のご

異論はないということで、前に進んでいったということであったと思います。 

   まさにここにありますとおり、期日の確定というプロセスを踏んでいく上でも、こ

こにいらっしゃる構成員の皆さんの理解と承認ということを、前提としていこうとい

うご提案を受けた形で、４月１１日でございますが、それではと、第四次答申の実現、

具体的にはここで一番わかりやすいのは、ダビング１０の期日確定ということになる

わけですが、そういったことを実現してく際、四次答申の前提とされていたと考えら

れる事項の進捗事項をフォローアップした上で、いわゆるコピー制御方式の実現とい

うことを確定させるための合意形成と、これを検討していくフォローアップワーキン

グということが、設置をされたというわけであります。つまり第四次答申が趣旨の前

提としたのではないかと考えられる幾つかの事項について、それがどういうふうに進

捗しているのか、例えば研究会、検討会であればどういうふうに進捗しているのか、

あるいは、違法コピー対策ということであれば、それがどれぐらい進捗しているのか、

そういったことをきちんとフォローアップした上で、ダビング１０の実現ということ

について、合意形成ができるのかどうかを考えていきましょうということであったか

と思います。 



   このフォローアップワーキングの設置を受けた形で、４月２５日、Ｄｐａのほうか

らも運用開始の日時については、放送事業者とメーカーが連携した上で、情通審のコ

ンセンサスを受けて決定していくということを、Ｄｐａのほうでも確認をしていただ

いているということでございます。したがって、ダビング１０の期日確定と、それか

ら、フォローアップワーキング及びこの委員会での議論ということが、今申し上げた

ような形で関係しているということなんでございますが、こういった前提のもとに合

意形成ということをちょっと行っていくとして、それでは、このダビング１０の実現

というプロセスを、今後具体的にどう実現していくべきなのかというところが、ちょ

っと２１ページのところで調整中ということで、空欄にしていただいているというの

が現在の現状でございます。 

 とりあえずここのところはちょっと前に進ませていただきまして、２２ページ以下

は、じゃ、そのルールが一義で決まったとして、それをどのように担保していくかと

いうことについての、議論の概要をご紹介させていただきます。２２ページは、これ

は四次答申でどういうふうに指摘をされたか。次に、その後、この委員会の場でどの

ように議論が行われてきたか、それの事実関係をまとめているということであります。

まず第四次の中間答申の指摘ということで言いますと、ご趣旨はそんなに変わらない

議論を３つほど並べました。つまりコピー制御のルールの在り方だけではなくて、そ

れがどのようにエンフォースされるのか、つまり担保されるのか、それについても例

えばその一例が、現在のＢ－ＣＡＳカードシステムということでありますので、どの

ようにエンフォースをしていくか、そしてその費用をどういうふうに負担していくか、

これはコンテンツ保護の在り方ということを検討するときに非常に重要な課題である

ので、それはまず継続的な当審議会の検討課題とすべきではないかということ。（２）

がちょっとブレークダウンしてありまして、つまりエンフォースというのは消費者に

とっても非常に大きな影響があると。したがって、利用者の利便と実効性あるコンテ

ンツ保護ということで、このバランスをとっていくという観点からも、消費者の参加

を得た形の検討が必要なのではないか。それが（３）ではオープンな形での協議とい

うふうに変わっておりますが、そういったご指摘があったわけであります。 

 このご指摘を受けて四次答申では、このコピー制御にかかわるルールが、技術的に

確実にエンフォースされることが重要という認識のもとに、このコピー制御にかかわ

る技術的エンフォースついては、引き続き情報把握に努めるとともに、エンフォース

にかかわる制度を含めたルールの在り方について、審議を行っていくということが四

次答申で明記をされたところでございます。これを前提として技術ワーキングという

中で、種々議論を重ねていただいているわけでございますが、ただ、当委員会自体で

ご議論いただいたときも、この第四次答申以降、いわゆる基幹放送と言われる例えば

無料地上放送、あるいは、衛星放送といったものがちょっとこれに当るかどうかとい

うところかと思いますが、基幹放送との関係で技術エンフォースメントをどうしてい



くか、あるいは、制度的エンフォースメントということを考える必要があるのか、そ

こら辺についてご指摘があったわけであります。それでそういったご指摘についての

議論ということを、この委員会でも技術ワーキングでもやってきたということであり

ます。やはり基幹放送に関する議論であるから、技術的エンフォースメントとか、あ

るいは、制度的エンフォースメントの議論をする必要があるのではないかという流れ

で、今まで来ているということかと思います。 

 ２２ページはちょっと今までこういう議論があったというファクトでございますの

で、じゃ、それをもとに２３ページでございます。もう一回、今のような指摘があり、

議論があったということを踏まえて、じゃ、そもそもエンフォースメントというのは、

どういう前提と目的の下にやっていくことにしていたんでしょうかという、この点、

基本的にはあまりこの場にいらっしゃる方々、それから、ワーキングの場でも、異論

はなかったのではないかということを確認してございます。 

 まず１番目ですが、無料地上放送等における一定のコピー制御ということでありま

す。つまりこの無料地上放送におけるコピー制御の在り方について、昨年までに約２

年半の時間をかけて皆様にご議論をいただきました。様々なコピー制御の選択肢とい

うことを、懐かしい言葉でＥＰＮ、ＣＯＧ、ＣＯＧ＋一定のコピー制御、非常に懐か

しい選択肢ですが、ただ、いずれにしてもこれ２年半にわたる議論を重ねる過程で、

この中でとりあえず暫定的に１つの選択肢を選んだわけですが、いずれにしても放送

コンテンツ保護のためには、一定のコピー制御が必要であると、これは共通の認識で

あったからからこそ、去年の四次答申はあったということではないかと思います。少

なくともこの場での共通認識で、放送コンテンツ保護のために一定のコピー制御とい

うことが必要であるということ、それは一応共有認識ということで言えるのではない

かと思いますし、じゃ、今度は一定のコピー制御が必要だということになりますと、

この無料地上放送などにおいて一定のコピー制御の実効性を担保すると、そういうこ

とをしかも放送の送信側、受信側、その双方について必要である、それがこの場での

議論の前提としては、大きな認識に相違のない点ではないかと思います。つまり一定

のコピー制御は放送コンテンツ保護というところでは必要とされるのではないか、そ

してそれをエンフォースするということがないと、このコピー制御の実効性というの

は担保されないのではないかと、そういったことについては、ちょっと大きな相違は

なかったのではないかと思います。 

 次に、２４ページをめくっていただくと、今度はエンフォースメントということが、

必要だというのはいいといたしまして、これには概念的に２種類あるわけであります。

それが技術的エンフォースメントと制度的エンフォースメントということでありまし

て、これは概念的にと申し上げましたが、一定のコピー制御ということを実効性あら

しめるというために、この２つのやり方があるということであります。基本的な枠組

みはちょっと非常に簡単な相違でありまして、基本的に技術的エンフォースメントは



民間契約、それと技術ということで実現されるということであります。 

   この「具体的には」というところがわかりやすいかもしれませんが、コピー制御信

号に反応する受信機を製造・販売するという方には、契約によってスクランブル解除

のためのライセンスを発行すると。そしてライセンスされた者の製造・販売する受信

機は、ルールに基づいてコピー制御は実施されるということでありまして、あくまで

契約によってスクランブル解除のためのライセンス付与、つまりだれに対してライセ

ンスするか、だれに対してライセンスしないのかというところを契約で決める。ライ

センスされた機器以外では、この保護対象のコンテンツは視聴不可能とすることによ

って、いわゆる契約の実効性ということも、担保されているということではないかと

思います。したがって、いずれにしてもこのエンフォースメントでございますから、

これは民民の合意による契約ということに基づいて、すべて動いているということに

なるかと思います。したがって、特徴のところでは民間の契約でございますから、契

約の当事者として合意すれば基本的にはルールの内容も変えられますし、それから、

担保方法も自由に変えられるということであります。ちなみにこの契約内容違反とい

うことで、いわゆる契約による制裁ということの発動手段は、あくまで契約の当事者

ということになります。 

 一方、制度的なエンフォースメントの方ですが、これは契約ということに対立する

概念としては法律ということで、その一定のルールを強制すると。強制する手段とし

ては刑罰その他の法的措置によるということでございます。ただ、特徴としては、先

ほど民民の特徴として申し上げたルール内容とか担保方法の決定が、契約当事者の合

意で変えられるということと違いまして、これはもう国民的コンセンサスということ

をもとにルールということが決められる。したがって、ルールの遵守義務者からルー

ル違反に対して誰がサンクションを行えるか、こういったことについては、国民的コ

ンセンサスのもとではありますが、これは一義的にルールとして決まるということで、

当事者の合意によってその都度、その都度変えるということは、なかなか難しいとい

う特徴があるということでございます。 

 それで２５ページ、２６ページはちょっと詳しい説明は避けますけれども、２５ペ

ージに書きましたのは技術・契約によるエンフォースメントの１つの例でございます。

つまり現在動いているＢ－ＣＡＳシステムということでありますが、先ほど申し上げ

たようなライセンスということの付与ということが、この受信機の製造・販売をする

者に行われるということの一例でございます。当然ながらその前提としてスクランブ

ルがかかっているということでございまして、２６ページは、これは既に一時効力を

停止されている例でございますが、アメリカで一時ブロードキャストフラグ規制とい

うことが行われていたことがあった。そこで行われていた内容を見ると、これはまさ

に制度のエンフォースメントであったということであります。つまり目的というとこ

ろを見ていただくと、これはあくまで目的はデジタル時代に放送のデジタル化を促進



することと、あくまで高付加価値コンテンツの公衆への提供の継続という、そういっ

た目的で行われていたということでありまして、コンテンツ保護ということも結局は、

高付加価値コンテンツの提供ということに敷衍されていくのかもしれませんが、ここ

では放送のデジタル化の円滑な促進、それから、コンテンツ供給の継続という目的の

もとに行われていたということでございます。 

 以上の事実関係というか、概念整理を前提としまして、２７ページに書きましたと

おり、あくまでこの委員会、それから、技術ワーキングでこういう視点で検討をして

きましたと、これは検討してきたという事実でございまして、これはなるべく詳細に、

かなりお考えが分かれたところもありますので、そこはなるべく拾っていきたいと思

います。ある意味で、この（１）の①というところは一番大事になるわけですが、つ

まり今は技術エンフォースメント、つまり技術と契約のエンフォースメントというこ

とが行われている訳でありますが、これについてもし何の問題もないなら、別に特に

今の技術エンフォースメントを変えていくとか、あるいは、制度という手段を考えて

いく必要は全くない訳でありまして、したがって、エンフォースメントについて、実

際、この委員会の場でも幾つかご指摘、ご意見、それから、ご提案、期待感、そうい

ったものが色々あったからこそ先の議論に進んでいると、そこのところをちょっとち

ゃんと共有しておくというのが一番大事かと思います。 

 つまり今のエンフォースメントを、全く変えなくていいということで少なくとも合

意形成はされてなくて、今のエンフォースメントの在り方についてはもう本当に様々

なご意見、これはパブリックコメント含めてでございますが、色々なご意見、ご指摘、

それから、色々なものに対する期待感といったものがあったので、したがって、この

②・③にちょっと進んでいるということで、②にエンフォースメントの手段として、

一応技術、制度という２つの選択肢ということに、ついて色々考えてみましょうかと。

そのときには、あくまでコストと実効性という観点から考えて、今、整理させていた

だいたような、技術エンフォースメントと制度エンフォースメントというのはどうな

んだろうかと、そういった基本的な考え方というのが、ちょっと相当ご意見も分かれ

るところですし、技術ワーキングでは時間も費やされているところかと思いますし、

（１）の①のところについては、まさにこの委員会で様々な立場の方々から、色々な

指摘や意見をいただきました。 

 そういったところをまずまとめるというところで、あとは技術と制度の場合、随分

ちょっと具体的にするとかなり内容が、分かれているところをそれぞれ押さえている

わけで、まず対象機器ということで言えば、その範囲、それから、対象機器かどうか

を判断する基準、これがやっぱり技術と制度では分かれてきますし、それから、何を

脅威としてどんなルールを求めるのかということについても、技術と制度では分かれ

てくるところがあるだろう。あるいは、ルールに違反者に対する措置についても、そ

もそも実効性があるのかということ、それから、これはいろんな技術進歩に対する、



あるいは、善意の製造者に対する萎縮効果があったら何もならない訳ですが、そうい

ったことを避けるためにはどうしていったらいいか、あるいは、善意の流通事業者を

どう保護していったらいいか、そういった観点からちょっと色々な議論をしてきた訳

であります。 

 さて、じゃ、そういうことを踏まえて、２８ページ以下、今後、このエンフォース

メントの議論については、どのような進め方をやっていけばよいのか。つまりいろん

な事実関係を整理したわけですが、今後はその中からどういった論点を重点的に議論

していくべきなのか、そこら辺をちょっと書くべきところなんですが、ちょっとそこ

が、済みません、事務局の不手際でございまして、なかなかちょっと関係者のご議論

を、完全に整理し切れているというふうに至っておりませんで、本日は「調整中」と

いうふうにして提出をさせていただいております。 

 以上、大変長くなりましたが、事務局からの説明は以上でございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

   今ご説明いただきました中間答申の骨子案の２１ページと２６ページあたりに「調

整中」と提出されている点についてぜひ、本日ご論議いただき、進展を図りたいと思

います。あらかじめ申し上げておきますと、本委員会の親委員会にあたる政策部会で

の私の報告が、２３日に予定されており、本日の議論次第でその場でどういった報告

ができるかが決まることになります。 初にコピー制御の改善について、フォローア

ップワーキンググループの状況について、中村委員からご報告をお願いいたします。 

【中村委員】 前回のこの会合、１３日以降も断続的な意見交換をしてまいりましたけれ

ども、これまでのところ合意に至ってはおりません。残るポイントはもう単純で、地

デジのダビング１０にかかわるクリエーターへの対価というのをどうするかというこ

となんですけれども、録音録画補償金については両大臣の経済産業大臣、文部科学大

臣の合意を得たということも聞いております。これは文書などを私は拝見しておりま

せん、報道などで仄聞しているだけですけれども、それが果たして地デジ・ダビ１０

の対価なのかどうかといった点について、これまでのところ関係者がそれで決着をし

たという話は聞いておりませんので、依然合意が得られていない状況と認識をしてお

ります。以上です。 

【村井主査】 フォローアップワーキンググループにおいて合意が得られていないという

ことが、委員の皆さんにご認識いただけたと思います。本日はこの事態を受けて本委

員会としてどのように対応するかを、皆様にご相談させていただきたいと思います。

今、中村委員からご報告いただいたように経済産業大臣と文部科学大臣の合意につい

ては報道という形で色々な情報が伝わってきており、委員の方にもその合意に関わら

れた方が、いらっしゃると伺っております。今、私どもがこの委員会でコピー制御の

改善についての議論を始める前に、総務省からこの件についてのご発言をいただけま

すか。 



【中田政策統括官】 それでは、私の方から 近の動きについてご報告申し上げたいと思

います。委員の皆様方には本当にお時間をいただきまして、精力的に議論を賜わりま

して誠にありがとうございます。改めて御礼を申し上げたいと存じます。 

 ご案内のとおり、昨年の四次答申でコピーワンスの緩和とともに、それの前提とし

て私的録音録画補償金の合意形成ということが表明されてございました。この件につ

きましては文化審議会のほうでご議論がずっと進んでおりまして、５月の上旬に一定

の案が出され、また、それを私どもの方も注目をしておりましたけれども、５月末に

予定されて会合が開かれなかったようなこともありまして、状況はなかなか難航して

いると感じておりました。そういう状況がございましたので、私どもの方から文化庁

並びに経済産業省の方に対しまして、３省で連携して意思疎通を図り、このダビング

１０問題の早期決着に、ご協力をお願いしたいということを申し入れまして、その後、

局長クラスあるいは課長クラスで議論をしてきたところでございます。 

 こうした中で、今週の火曜日に文化庁及び経済産業省のほうから、ダビング１０開

始に向けた環境整備として、私的録画補償金に関する一定の整理が行われたというこ

とは、新聞等で報道されているとおりでございます。私どもといたしましては、両省

において精力的な調整をしていただいたということについて、深く感謝をしている次

第でございます。しかしながら、この両省の合意が発表された後も、新聞各紙で報道

されておりますように、まだ決めるべきこと、あるいは、明らかにするべきことが多々

あるということが指摘をされておりますし、また、中村委員から今ご説明がございま

したように、ダビング１０の開始時期を確定するという条件が整備されたということ

は、率直に言って言えない状況であると認識をしております。 

 ただ、一方で、このような精力的な調整がされたのが、今週の火曜日ということで

ございますので、この後、近日中に急展開があるということは、なかなか期待できな

い状況にあると認識をしております。他方、北京オリンピックが間近にだんだん近づ

いてまいりまして、視聴者あるいは消費者の方からダビング１０の開始の早期確定と

いうことに対する要望は、非常に強くなっているということも事実であると思ってお

ります。総務大臣からも国会答弁等で北京オリンピックにダビング１０が間に合うよ

うに、 善の努力を尽くしているということは、色々な場でご説明されているところ

でございまして、そういう状況の中で今非常に厳しいという現実は認識しながらも、

時間がなくなりつつあるという状況もこれあり、委員の先生方には誠に恐縮でござい

ますけれども、一層の精力的議論についてお願い申し上げたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【村井主査】 ありがとうございました。 

   それでは、今の中村委員からのご説明と中田統括官のご説明を受け、また、前回の

委員会から今日までの間にも、色々な情報のやりとりや活発なご議論をしていただき、

色々な動きもあったということですので、今回の報告にもありましたし、前回も申し



上げましたけれども、開始時期を早期に確定するということに関しては、皆様の共通

の認識であると私は思っております。そういった意味で、開始時期を確定するための

方法を、本日、皆様に改めてお伺いしたいと思います。まず、私からいつものように

ご発言の順番をご指名させていただきますが、それぞれの業界ごとにご発言を順番に

お願いします。まずは河村委員、お願いいたします。 

【河村委員】 １９ページに書いてありますことに関してですが、目先の利益や、個々の

立場からくる利害という視点を離れて、才能ある多くの若者がコンテンツをつくる仕

事を、選択するインセンティブはどうすれば絶やされないのか、インセンティブはど

うすれば高まるのか、私はその問いに対する答えなり、明確な意見なりをこの場で聞

いたことがないような気がいたします。どうしたらインセンティブが高まるのか、才

能ある人たちのつくる気持ちが高まる適正な対価とは何か、そういうことをどんどん

ここでもっと話し合っていくべきだと思います。適正な対価が得られるということに

何ら反対するつもりはございません。どういう対価があれば今まだ芽の出ていない若

者たちはつくろうと思うのでしょうか、そういうことをもっとこの場で消費者も交え

て、話し合っていけたらなと思っております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。高橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 本日、中間答申骨子案をお示しいただいた訳なんですが、第四次中間答申

以降の歩みが丁寧にトレースされていまして、辛抱強くみんなでやってきたなという

ことを改めて確認いたしました。問題は２１ページと２８ページの白紙の部分になる

訳です。４月２３日から２カ月ですね、水面下の動きを知らないで、まるで蚊帳の外

で事情がわからなかった者としましては、今週火曜日からの３日間の報道を見る限り、

大変に不愉快であるとまず申し上げたいと思います。経済産業省の大臣の記者会見は、

もうこれで障害がなくなったかのような論調でございましたけれども、新聞報道は「ダ

ビング１０の解禁多難」とか、「オリンピック前に道筋見えず」とか、「難航」とか、「解

決なお見えず」といった見出しが躍っているわけでございます。 

 経産省と文科省は合意したと、あとは情報通信審議会で決めてくださいと、決めら

れるように十分配慮しましたからという形で、こちらにボールが投げられているよう

に感じるのですけれども、そもそも思いのないボールが投げられて来たという感じが

しています。今のご説明ですと総務省さんがどうも投げたのかなとも思われるのです

けれども、審議会委員としては来週政策部会、総会と重要な会議が目の前にある訳な

んですが、外から言われて決めるように追い込まれているようなことについては憤り

を感じます。委員会の私たちは辛抱強く議論してきましたし、村井座長も中村委員長

も大変な努力をしてくださった訳です。あくまでも我々は主体的にダビング１０の早

期実現のためにコマを進めると、それが審議会の委員としての責任であると考えます

ので、ここと、それから、部会、総会と主体的な意思決定で進めたいと思います。以

上です。 



【村井主査】 ありがとうございます。それでは、椎名さん、お願いいたします。 

【椎名委員】 このデジコン委員会の１つの大きな成果でありますダビング１０につきま

して、今回、省庁の枠を超えてその実現に熱意を示された文科・経産両大臣並びに事

務方の方々に対しましては、改めてお礼を申し上げたいと思います。特に私的録音録

画補償金制度について、関係者間の意見が離れたままであるということを改めてご認

識いただいた上で、引き続き合意形成に努力していく決意を示されたことについては、

大いに期待をしております。 

   しかし、また一方で、会見の内容自体については何らの文書もなく、権利者として

よく理解できない部分が多々あります。ブルーレイディスクの課金など、補償金制度

の具体的内容にも触れておられるようでありますけれども、そもそもデジタル放送の

コピールールであるダビング１０実現への環境整備とはいいつつも、それがデジタル

放送に着目した制度指定であるかどうかが不明確であります。一説によれば、アナロ

グ放送も録画できるからなどということが、議論されたとも聞いているのですが、こ

れはもう語るに落ちていると思います。また、今後の対価の還元を実現するための制

度である補償金制度について、文化庁が示しているいわゆる文化庁提案に関する今後

の取扱いについても、不明確なままである点も問題であると思っています。 

   このブルーレイディスクの指定に関する権利者の考え方につきましては、その詳細

につきましては既におおとい公表をさせていただいておりますとおりで、ここでは重

ねて申し上げませんが、この文科・経産両省の合意事項をもって、権利者への対価の

実現が果たされたとは思われず、このことによってダビング１０の問題が、今以上に

進展するということにはならないと考えています。またこれも以前からも申し上げて

いるとおりなのですが、今後も権利者としてはユーザーの利便性に 大限配慮する立

場から、早期の実現に向けて努力したいと思っています。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは、掘さん、お願いいたします。 

【掘 委員】 審議会の専門委員の皆さんと一緒に努力してきたということと、それに関

わる省庁の皆さんが色々努力されているということについては、自らも含めて褒めて

あげてもいいんじゃないかなと思います。私、明日が誕生日なんですが、ついに誕生

日には何も起こらなかったという、残念な思いもしております。 

 先ほどから出ております経産大臣、文部科学大臣のコメントというのが手元になく

て、経産省のホームページに載っていた経産大臣の会見の抜粋を見ていても、これは

推敲された後なんでしょうけれども、質問している側のほうも、答えているほうもよ

くわからない、もうおねおねしていて、どうとでもとれるというように感じているの

で、非常に不安だなと、ちゃんとわかって取材して、ちゃんとわかって書いているの

かな、ちゃんとわかって答えているのかなということに、文章がないと確認ができな

いので、これについていいとも悪いとも申し上げようがないと思います。 

 と同時に、この審議委員会というのはデジタル・コンテンツの流通の検討会だと言



われて、ここまで２年半もかけてやってきたのですけれども、結局ダビング１０の話

に終始して、その間に権利者の権利制御を前提としたネット法とか、ネット権という

話が出たり、ブロードバンドでの映像配信についてとか、一切通信事業者から今日の

今まで、ビジネスモデルについての提案も相談も我々のところにはなかった。一体コ

ンテンツ大国実現にブロードバンド配信が本当に必要なのか、そういうイメージがあ

るのかと。ただ同然でコンテンツとブロードバンドで見られる、そういう便利なコン

テンツ大国ということはあり得ないんだということで、もう一度、通信事業者の皆さ

んにビジネスモデルを、我々に見せて下さいというお願いをしたいと思います。 

 こういう何かうやむやなままで、第四次答申でコンテンツ・リスペクトとかクリエ

ーターに対する対価の還元ということが織り込まれて、おそらく我々聞きおいたとい

う格好になっておりますけれども、すべてのステークホルダーがいったんこれで合意

したんだと、その対価の還元というのは現在あるところでは、我々は私的録画補償金

だとばかり思い込んでおります。ＪＥＩＴＡさんがこの間出された声明を読む限り、

その理解が違っているというふうに表明をされている。しからば、じゃ、皆さんも、

私的録音録画補償金はもう必要ないのだと、でも、対価の還元は必要だとおっしゃら

れるのであれば、ぜひその代案を出してほしいと。我々が間違っている、あるいは、

我々の考え方が違うのであれば、この対価の還元についての具体的な代案をぜひ出し

てほしい。ただ、反対ですということがこの会議と違うところで、廃止だとか、反対

だとかいうことが、別々に議論されていることに関しては非常に困惑しております。

ですから、建設的なビジョンを、コンテンツ大国を実現するために、この委員会で活

発な議論をさらに進めていただければと思います。 

   経産大臣のコメントの中にも対価の還元については、全くこのホームページ上で見

る限りは言及されておりません。それでダビング１０の早期解決であるとか、コンテ

ンツ大国の実現を目指すということであれば、我々の音楽事業者協会の所轄の官庁は

経済産業省であります。その発言に言及していないということに関しては非常に甚だ

疑問だ。それでいてコンテンツ・フェスティバルに協力してくれと言われても、何に

協力をしたらいいのかわからない、はっきりこれは申し上げたいと思います。 

   現在、放送局も今厳しい状態で、スポットの収入が１０％以上落ち込んでおります

し、日本映画も一昨年から徐々に厳しくなってきて、興行収入が下がっている。映像

大国実現どころか、映像の現場はどんどん厳しくなっております。そういう中で皆さ

んも番組製作会社の方の意見を聞いたと思いますが、もしその対価の還元ということ

が、私は別に放送事業者に肩入れするつもりではありませんけれども、放送局からと

ればいいじゃないかという、簡単な安直な解決方法ではないような、未来にちゃんと

残せる、夢が持てるようなビジョンをつくれるような議論を、さらに引き続きしてい

ただければと、これがもうお願い、ただ１つのお願いでございます。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは、次に元橋さん、お願いいたします。 



【元橋オブザーバー】 今日の会場は真ん中にプロレスのリングができそうな、ここで無

制限１０本勝負のバトルでもやったらどうか、というような広いところですね。何で

１０かというと「ダビング１０」だから、っていうのは、悪い冗談ですが…。村井先

生が主査をやっていらっしゃるもう一つの情報通信審議会の委員会は、地デジの送信

とか受信とか、そういうインフラの整備という側面から、完全デジタル移行を目指し

ていると思います。一方、兼務の委員の方も大勢いらっしゃると思うのですけれども、

こちらの委員会はどちらかというと、番組とかコンテンツという視点で、完全デジタ

ル移行を促進しようという性格があるし、それだけではなくて、今、掘さんおっしゃ

ったように、放送番組をデジタル・コンテンツの中核として、二次流通を促進して、

知財立国とかコンテンツ大国というものを目指していこうという役割を担ってきたと

思うんですね。 

   知財というと、これまで、どうしても特許のような工業所有権を中心に考える傾向

があるんですが、やはり私たちは放送番組というのも知的な財産だと思っていますし、

文化的な創造物だという、誇りを持って制作し、放送してきたと思っています。そう

いう、より豊かな番組、あるいは知財としてどんどん活用できるような番組をつくる

ためにも、コンテンツ保護が必要なんだということを、これまで何度も我々放送事業

者は申し上げてきました。そしてそれが皆さんの長い時間をかけた議論の成果として、

ダビング１０という形で実を結んだものと理解しています。 

 しかし、コンテンツ保護は大事です、という、その大前提として、我々が質の高い

番組を作ったり、放送し続けていくためには、我々放送事業者と一緒に、一流と言わ

れるクリエーターの方々が参画していただいて番組をつくる、あるいは、一流の出演

者の方、タレントの方に出ていただくことが必要です。それはやっぱり我々放送局と

そういう方々との信頼関係があってこそ成り立つものだと思います。コンテンツ取引

市場の議論で言えば、番組製作会社の方が私どものパートナーだということは、一連

の議論で皆さんおわかりいただいたと思うのですが、是非このダビング１０の実施日

を確定させるという直近の一番大事なテーマに関しても、またコンテンツ取引市場を

活性化させていくという観点の議論をする上でも、このように放送番組というのは

様々な人の共同作業の所産であるということが一番ベーシックな前提だということを

ぜひ皆さんの共通理解にしていただきたいと思っています。 

   ただ、権利者の皆さんとの信頼関係が大事だということを申し上げましたけれども、

もちろん権利者の方々だけではなくて、例えばテレビ番組というのは視聴者の方の支

持があってこそ成り立つわけだし、メーカーの方々が安定的に質のいい受信機を安く

供給していただくことによってデジタル放送が普及していくということもある訳だし、

有識者の方にやっぱり放送というのは社会的に役に立つことをやっているねというふ

うに言っていただいているところもあります。そういう意味で言うと、本当にこの委

員会に集まっていただいている様々な立場の方、まさに皆さんの支持があって初めて



放送のシステムそのもの、あるいは、番組というものが成り立つのだと思うんですね。 

   ところが、今、ダビング１０の実施の期日を決めるに当たって、ちょっと対立構造

のような、まさにこの場でバトルをするような状況になってしまっているということ

は、単にダビング１０の実施日を決めるとか決めないとかいうことだけではなくて、

やっぱりデジタル放送の発展とかデジタル・コンテンツ流通の活性化という、より大

きな視点で見ても、非常にマイナスになるのではないか、と私はとても残念に思って

います。ぜひ皆さんそれぞれの立場で、放送事業者自身もそうですけど、皆さんそれ

ぞれの立場でいま一歩踏み込んで努力をしていただいて、ダビング１０の早期実施、

あるいは、この委員会が議論してきた様々な課題を、さらに前進をさせていただきた

いと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは、福田委員、お願いいたします。 

【福田委員】 それでは、２点申し上げたいと思いますけれども、先ほどの資料のご説明

の中で２０ページ、ちょうど４カ月前のこの会議におきまして、まずダビング１０を

開始するに当っての前提条件について申し上げておりますが、第四次答申に沿いまし

て我々誠実に準備を進めてまいりました。関係者の合意を得た上で、さらに主査がご

指摘になりましたように、消費者の利便性、さらには今出ておりますように適切な対

価を含む、コンテンツ及びクリエーターに対する対価の問題、それから、３つ目は、

直面しておりますデジタル化の推進にどう寄与していくかという３点であります。い

ずれも３点が重要であるがゆえに、この前提に立って議論を進めていくということで

あり、その上に２月１９日の段階で６月２日には開始できる準備が整うのではないか

ということを、Ｄｐａの関委員長が発言されておられます。 

 その際、前提としては関係者の合意が得られること、さらには山積しております諸

課題が整理されているということが、その前提にあった訳であります。従いまして、

地上放送事業者はこの実施に向けてあらゆる作業をしてまいりましたし、準備は整っ

ておりますし、さらに全放送事業者が、先ほど堀委員がおっしゃいましたけれども、

相当厳しい中、デジタル投資の中でありますけれども、皆さんの合意ということでダ

ビング１０ということの方向で、設備改修に伴う費用を全放送事業者が負担をすると

いうことになっています。民間放送事業者でいきますと、キー局から売上げ三十数億

円の末端のローカル事業者までが、負担をするということであります。それは地上放

送事業者というのは地域性もありますし、どんなところに行っても基幹放送であるこ

とは間違いありません、そういう意味で、我々としては誠実に約束を履行してきてい

るつもりであります。したがいまして、６月２日を過ぎておりますので、おそらくい

つ条件が整ってもこの開始に向けての準備はすぐできるものと考えております。これ

はあくまでここの委員会におきまして、関係者の皆様の合意を得た上で、さらにはそ

れをアナウンスするという立場でありますＤｐａのほうからの発表があれば、我々と

してはできると考えております。 



 ところが、このコピーワンスからダビング１０というのは、今もありましたように、

目的ではなくて、ある意味では、途中のプロセスに過ぎません。そういう意味では、

今問題になっておりますように、コンテンツへのリスペクトであり対価であるという

ものが、どうできていくのかということは、仮にダビング１０が開始されても、これ

はずーっと議論していかなければいけない問題だろうと思います。冒頭、河村委員の

ほうからは、１９ページのことがなぜ実行されないのか、これがなぜ議論されないか

というのはそのとおりだと思いますし、やはりそういう意味を含めて、我々背負って

いる課題というのは、やはりコンテンツ大国になるためには適切に対価が還元をされ

て、さらには次から次へと世代を超えてクリエーターが育つということであって、そ

の循環をつくっていくことだろうと思います。ですから、そういう意味では、主査が

この前の前回の答申のときもおっしゃいましたけれども、技術的な進歩があればこれ

が本当に必要なのかということにおいては、これも改善もされることあるのであろう、

あるいは、違う方策がとられることがあるのであろうということは、既にご指摘のと

おりであります。 

 したがって、なぜこの一里塚に過ぎないダビング１０をめぐりまして、２月１９日

以降、ああいう形で我々が出した以降、４月になって５月になってもこうした膠着状

態になってというよりは、我々とは違う局面で新聞紙上を通じて、情報を得なければ

ならないという状況が、どうして続いているのかということは、非常に我々にとって

みると非常に悔しくて情けないというふうに思っております。そういう意味では、今

申し上げましたように２点、１点は、ダビング１０につきましてはなるべく早くやれ

というのが、先般の答申のご趣旨でありますので、それ沿って準備が終わっていると

いうことを申し上げたい。さらにこれ乗り越えた上で本当のコンテンツ大国、先ほど

の冒頭ありましたように、第一部のほうの取引市場の問題も含めて、本当にこれから

数年間で数兆円も、増えていくのかどうかということについての議論がされないまま、

枝葉末節な議論に終わってしまいかねないところがありますので、そこについては懸

念を示しておきたいと思います。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。それでは、田胡委員、お願いいたします。 

【田胡委員】 先々日の経済産業省さんと文部科学省が、ダビング１０の早期実施に向け

た環境整備ということで、ご発表といいますか、ステートメントに対しまして、両省

の調整にあるいはご努力に高く評価しております。暫定的な措置としてブルーレイデ

ィスクを、補償金の対象にするという合意があったわけですので、ぜひこの合意に関

してすべての関係者間での理解が深まって、ダビング１０の開始が一刻も早い開始に

つながることを、メーカーとしては期待しております。既にメーカーとしても準備は

整っている訳で、あとはゴーサインがいつ出るのかというところまで来ていると思っ

ておりますので、ぜひ皆さんのご理解を得て、これ再三再四言っておりますが、早期

に実施をすることを期待しております。以上です。 



【村井主査】 ありがとうございます。それでは、フォローアップワーキンググループの

主査である中村委員、お願いいたします。 

【中村委員】 フォローアップの担当といたしましては、この時点において皆さんの意見

をきちんとまとめ上げることができずに、その力不足をお詫びをいたします。しかし

ながら、両大臣が調整に乗り出された後も、なお整わずということでありますならば、

あるいは、またここで新しい提案もなければ、親部会への報告に当たりましては、関

係者一同、皆、早期実現を望んではいるものの、合意には今のところ至っていないと

いうことを、ひとまずこの場の結論とせざるを得ないのではないというふうに感じま

した。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。私からお願いをして、ご指名させていただく形で

のご発言は、以上ですが、他にご意見はありますでしょうか。 

  今、皆さんにご発言いただいた内容は、今までこの委員会で行ってきた議論内容と首

尾一貫していると思います。つまりこの委員会の中ではやはり適正な対価が還元され

ると、 初に河村委員に仰っていただきましたが、私自身も大学において学生がどう

いうコンテンツをつくるかを日常見ていますし、そうしたものの見本になるのが、地

上デジタル放送の内容である、つまり、とても影響力があるという前提から、議論し

てきた訳です。そして、またそれが先ほどの福田委員のお話のように、次の世代のク

リエーターがどういう力を持ってくるのか、あるいは、どういうきっかけを持って影

響力のある良いコンテンツをつくれるようになるのか。さらに、多様な意味で、デジ

タル・コンテンツが世界の中で、大きな意味を持ってくるというコンセンサスもすで

にあります。 

   それから、先ほど堀委員がおっしゃいましたように、ブロードバンドやインターネ

ットや、新しいメディアも含めた環境の中で、ビジネスモデルを含めクリエーターや

コンテンツへのリスペクトをどのように考えていくのかが、議論されることは極めて

大事なことであります。この部分のコンセンサスは、もう皆さんお持ちだと思います。

一方ではダビング１０開始のタイミング感についてでありますが、前回、私も申し上

げましたが、８月８日に北京オリンピックが始まり、デジタル放送の１つのステップ

となる、これは明らかです。このダビング１０が技術として、永遠に続く技術かどう

かは、先のご指摘通り、技術ですのでいろいろな機会に改善することができるだろう

というコンセンサスはあるのではないでしょうか。ダビング１０導入はオリンピック

という機会を有効活用して販売時期を考慮し、普及を含めて進めていくためでもあり、

今、申し上げたこと全部がつながってきます。 

   クリエーターへのリスペクトやコンテンツへの対価についての議論は今回で終わり

というわけではなく続いていきます。現在も課題が沢山ありますが、一方では技術と

いうのは時間の経過と共にどんどん発展をしていきますから、今のタイミングに限れ

ばこのダビング１０に関して私どもが議論してきた点は、本日のご発言の中でどなた



にもずれがなく、意見が対立していると私は感じません。それぞれのお立場とお考え

があり、この場以外の場所でも色々な議論があるということは十分承知しております。

そうした状況の中で私が親委員会に報告する際に、この空白のページを埋めていくこ

とになる訳ですが、今の中村委員のお話を鑑みるに、いろいろと『私が申し上げたよ

うなことは全部合意しているが、ダビング１０開始の期日の確定には至らなかった。』

という報告を政策部会にしなければならないと考えざるを得ません。 

   明日が堀委員の誕生日で、６月２日は土井委員の誕生日ですが、一部報道には誤っ

て私の誕生日だとあり、大勢の人から、「いつ村井さんの誕生日は変わったんだ」と言

われましたが、 初のダビング１０の議論は、３月２９日の私の誕生日と言って進め

たのです。６月２日は土井委員の誕生日だとおっしゃっていただき、明日の堀委員の

誕生日には間に合いそうもないというご発言も先ほどありました。さて、期日確定、

どうすればよいでしょうか、何かいいアイデアをお持ちの方はいらっしゃいますか。

はい、どうぞ。 

【椎名委員】 いろんな委員の方々のご意見を伺って、元橋さんがプロレスのリングなん

ていうことをおっしゃって、本当にメーカーの方と権利者がここでプロレスで決着し

てもいいんですけれども、メーカーは田胡さんしか来てないんでちょっと分が悪いか

なという気がします。メディアに書かれることというのは、権利者とメーカーがユー

ザーそっちのけで、もう言いたいこと言っていて、ユーザーの利便性はどこへ行って

しまったんだみたいなことを書かれる訳で、それも現実だなという気はしていて実に

残念に思う訳です。 

 ダビング１０というのはこの検討委員会が生み出した 初の成果であって、僕自身、

委員会のメンバーとして思い入れもあります。これがなかなか世に出るチャンスを与

えられずにいるということは非常に残念に思うわけです。ここで改めてもう一回繰り

返したいのですけど、第四次答申に盛り込まれた適正な対価の還元というのは、これ

は以前にも申し上げたとおり、極めて当たり前の概念であって何も特別なものではな

い。給食費を払わないような親がざらにいるような、そんな我々の社会ではあります

けれども、我々がメーカーに申し上げたいのは、少なくともただ食いや食い逃げはし

ないでいただきたいと、それだけのことでありまして、そのことはこれからも引き続

き主張していきたいと思います。その対価の還元が実現ができていない状況に直面し

て、我々はスタックしてしまっている訳なのですけれども、そういう状態から脱出す

る方法はないものかと我々も考えるわけです。従来からメーカーさんはダビング１０

と補償金の問題は、一体化すべきではないと主張されてきた訳です。我々権利者は堀

さんからもお話があったように、補償金こそがダビング１０の前提として上げられて

いた、対価の還元であると考えてきた訳で、この点でメーカーの考え方と我々の考え

方というのは食い違っています。 

 しかしながら、こうした膠着状態をこれから先も続けていくことには何の意味もな



く、ユーザーの利便性という点について何回もメッセージを出されてきた村井主査や、

増田大臣の思いを何とか受けとめたいというふうにも思います。よって、この際、こ

のダビング１０の問題に限っては、補償金の問題と切り離して考えて、本日この場に

おいてダビング１０の実施期日を確定してはどうかということを、村井先生にご提案

したいと思います。このことは別に村井先生に暗がりですごまれたとか、あるいは、

ブルーレイの件がうれしくてうれし涙に暮れたからとか、そういうことではありませ

んで、やはりこの場にいるメンバーのうちこの問題を解決できる人間が、汗をかくべ

きだからと思うからです。第五次答申においてダビング１０のところが、空白なまま

ではみっともない訳でありまして、村井主査にはぜひ期日の確定を前提に、答申をま

とめていただけたらと思います。先ほど来の発言で権利者の思いについては、十分に

ご理解いただけたと思いますので、今後のまとめ方は村井主査と事務局、総務省をご

信頼申し上げてお任せしようと思うのですが、２つだけ考慮をしていただきたいと思

います。 

 まず１点目は、補償金制度の問題の合意形成の努力に向けて、先に文科大臣も示さ

れていた意欲を情通審としてもぜひサポートするべきであるということ、補償金制度

の問題の早期合意形成について明確な期待感を明記して、エールを送っていただけた

らと思います。次に、２点目として、第四次答申で確認されたクリエーターへの適正

な対価の還元という大きな課題について、今後は情通審自身の問題として、構成員全

員でその具体化の方法を考えていくことを明確にするということ、対価の還元が補償

金に限らないのであれば、他にどのような手段があるかについて、ぜひ皆さんもお知

恵を出していただきたいと思います。 後になりますけれども、４月１１日から約２

カ月強の間、対価の還元についてきちんとフォローアップする姿勢を貫いてくださっ

た村井先生をはじめ、この検討委員会のすべてのメンバーの方々に改めて敬意を表す

るとともに、心からお礼を申し上げたいと思います。以上です。 

【村井主査】 大変貴重なご意見ありがとうございました。 

 この椎名委員からのご発言は時期の確定を進めたらどうかというご提案ですので、

私としては先ほど申し上げたように、時期の確定というのはいわば悲願として考えて

まいりました。そして、色々な難題はありますが、必ずしも期日確定の妨げになるよ

うな意味での課題であると考える必要はないのではないかとのご意見をいただいたの

だと思います。今のご発言にあったような形で確定できればと思いますがいかがでし

ょうか。その他のご発言はどうでしょうか。はい、どうぞ。 

【田胡委員】 ２点目のほうはよくわかるんですが、１点目は、補償金制度を情通審で議

論するということではないですよね、ちょっと確認なんですが。 

【村井主査】 はい、どうぞ。 

【椎名委員】 補償金制度が早期決着することに対する期待感、これは対価の還元の１つ

であることは間違いないので、補償金制度について議論してくださいと言った覚えは



ありません。 

【村井主査】 ありがとうございます。その他いかがですか。はい、どうぞ、福田委員。 

【福田委員】 今の椎名議員のご指摘の点は先に四次答申においても、この情報通信審議

会以外の場でも色んな議論が行われていると、そういうところにおいてそれぞれ委員

が役割を果たしながら、バランスをとって早期に解決すべくことを、期待するという

ことは既に書かれている訳ですから、そういう意味で、そういうことが既になされて

いながら、こういう状況になっているということが１点があると思います。その上で

椎名委員がおっしゃっているのは、さらにこれを強めた表現にしたほうがいいのでは

ないかということを、おっしゃっているんでしょうか。私どもも現状についてこの書

きぶりで、このままこの１年間この状況の進展ぶりであれば、弱いという表現であれ

ば少し強めて期待感を表明されるというのは、それは私どもとしては是認をしたいと

思います。 

【村井主査】ありがとうございます。補償金の議論が他の場所で行われていることは、確

認されていることですし、この場でも皆さんのご発言もありました。そこでの議論の

進展を期待するということは、皆さんのご意見でもあった訳で、前回申し上げました

ように、ここでいろいろご発言いただいたことは、できるだけ透明に答申案の中でも、

記述して参ります。そういう方針で私はやってまいりました。今おっしゃったのは、

それぞれの点が、含まれてということだと思いますが、その他いかがでしょうか。 

   どうぞ、浅野委員。 

【浅野委員】 9合目まで来てから頂上に至るまでの 後の1合がスタックして、なかなか

前に進みませんでした。利害関係者が多岐にわたる中で、自己の立場を主張するだけ

では何も進まないことは皆さんご承知の通りです。既に5年目に入っているこの検討委

員会では、一歩踏み出して合意形成を図る文化を作ってきたのだと思っています。今

回の椎名委員の発言は、正に一歩前進を示すものだと思います。私も、空白で期日も

確定できない答申案を提出することになっては非常に残念であると思っていただけに、

期日の記載を可能とする椎名委員の意見は大歓迎です。今後も様々な課題が出てくる

と思いますが、自己の立場を主張するだけではなく、一歩ずつ進めて乗り越えて行く

ことがこの委員会での議論における習慣となるよう、期待をこめてコメントしました。 

【村井主査】 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

【中村委員】 フォローアップのワーキングでまとめられなかったものを、今、椎名さん

がまとめてくださったのかなという気がいたしました。 終局面での英断と思います。

身を切って救ってくださるご提案だとお聞きをしました。これでダビング１０がスタ

ートできるのではないかという感じをいたしました。また、依然残る対価の還元につ

きましても、行政も引き続き積極的にご協力をいただいて、その宿題も果たしていけ

ればと感じます。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほか何かご意見ございますでしょうか。そう



しますと、先ほど福田委員も準備が整っているとおっしゃる中で、Ｄｐａの開始時期

の確定をもってというお話を伺ったと思いますし、田胡委員の方からもメーカーとし

ても、早期の実現と伺っておりました。以上をふまえると、関委員にお伺いしたいの

ですが、Ｄｐａとしての期日確定は、いつになるでしょうか。堀委員の誕生日である

明日はさすがに無理ですね。 

【関委員】 前回までもご説明してきましたように、ちょうど資料の２０ページにもあり

ますように、Ｄｐａ側としては準備は整えていきますが、 終的には情通審の合意を

受けて決定したいということを言ってきました。正直、ちょっと、今、急転直下みた

いな感じでという意味で、今の主査の私への質問は、ということで、一応合意が得ら

れたので、それで開始日の確定に進みなさいと、こういうことで理解してよろしいの

でしょうか。 

【村井主査】 はい、開始時期をＤｐａで確定していただく局面に来ました。 

【関委員】 はい、そうしたら、単純にこれからのＤｐａの作業ということと、全体的な

準備状況ということから考えますと、多分、すみません、堀委員の誕生日には間に合

いませんと思いますが、福田さんも、それから、田胡さんもおっしゃったように、こ

れまでも準備を進めてきておりますので、ほぼ準備は整っているとご理解いただいて

もいいと思います。ただ、いよいよ開始日を確定するとなると、放送事業者側の準備

はもう整っていると私はちょっと考えておりますが、一応その確認が必要ですし、そ

れから、もともとはやっぱりメーカーさんが発売等々に関して、ある程度のやっぱり

時間的な余裕といいますか、時間も必要だということもございますし、それから、放

送事業者の中でも特にダビング１０と、コピーワンスの両方をやっていくという観点

から見ると、視聴者の方にそこら辺のところのやっぱり広報、周知ということも必要

だと、色んなことがありますので、そこら辺は今日こういうことで進めろということ

になりましたら、明日の朝から急遽ちょっと進めたいと思います。 

   じゃ、どのぐらいかということになりますが、確認しないと何ともちょっと言えな

いところはありますけれども、そうですね、前からのちょっといろんな関係者のとの

話の中では、まあ、２週間ぐらい見ると何とか。 

【村井主査】 ２週間かかるのですか？ 

【関委員】 明日から即やってという感じがいたしますが、そこはその上で確定するとい

うことになると思いますが、そのくらいのところが時間的な準備の 後の段階かなと

いう感じがします。 

【村井主査】 本日が１９日で、来週が２６日ですね。今年はオリンピックでうるう年で

すね？  

【大山主査代理】 そうです。 

【村井主査】 ３日。 

【大山主査代理】 ３日ですか。 



【村井主査】 では、７月３日以降で７月生まれの委員の方はいらっしゃいますか。椎名

委員、いつですか。河村委員もですか？  

【椎名委員】 １４日です。 

【村井主査】 １４日。河村委員は？ 

【河村委員】 ７月５日です。 

【村井主査】 ５日、それでは、７月５日ということで、関委員、お願いしていいでしょ

うか。 

【田胡委員】 すみません、５日は土曜日なので。 

【村井主査】 ５日は土曜日ですか。 

【田胡委員】 お客様対応を考えると大変じゃないかなと、この際、贅沢は言っていられ

ないんですけれども。 

【村井主査】 これは７月５日にアナウンスを開始するということでしょうか、確定日と

いうことでしょうか？  

【関委員】 いや、確定していましたらアナウンスはすぐします。 

【村井主査】 なるほど、では……。 

【関委員】 開始日という。 

【村井主査】 はい、５日が土曜日だと問題でしょうか。１４日までだと大変ですよね。 

【椎名委員】 大変ですね、お互いに。前回と一緒です。 

【福田委員】 商戦のチャンスは逃しちゃいますけど、前回も土曜日ではなかったので、

もしそうであれば当てるとすると、河村委員の誕生日過ぎた後の月曜日かという立て

方ですね、その場合は七夕になりますけど。 

【田胡委員】 それ、今日決めないとまずいですか。 

【村井主査】 では、いずれにせよ、５日か７日かは決めていただいて。 

【田胡委員】 うまくいけば４日とかですね、ちょっと調整させてもらわないと。 

【関委員】 土日入っても……。 

【植井委員】 土日延ばさないほうがいいと思いますけど。 

【田胡委員】 もうちょっと、もう一日前のほうがありがたい、どうせなら金曜日。 

【植井委員】 早期実施はメーカーさんのある程度有利なことだと思うんですけれども。 

【田胡委員】 いや、だから、月曜日じゃなくて金曜日の場合、もう一日前倒しのほうが

よろしいのではないか。 

【村井主査】 では、４日で大丈夫ということでしょうか？ 

【田胡委員】 多分大丈夫だと思うんですけれども、ちょっとこの場では、突然の話なの

で。 

【村井主査】 なるほど、わかりました。では、関委員、４日で大丈夫ですか。 

【関委員】 今の話はメーカーさんのお話、田胡さんのお話はそうですが、やっぱり関係

者の放送事業者側の問題、それから、周知・広報の問題、Ｄｐａとしてもやっぱり周



知・広報していかなければいけないものですから、それ、正直、今、私何の準備もし

ておりませんので、早速明日から確認して、多分、今、田胡委員がおっしゃっている

こともＤｐａの中で調整はつくと思います。したがって、一応、今お話ございました

河村委員の５日というところを１つのターゲットにしながら、若干いろんな都合で前

後するということは、若干アローアンスいただいて検討をしたいと思いますが。 

【村井主査】 では、つまり５日か４日という方向で調整をしていただけるということで

すね。誕生日というのは色々な都合で、前の日にお祝いすることが多分にありますの

で、河村委員の誕生日を祝って７月５日という気持ちで進めたいと思います。４日か

５日については、これはＤｐａにその方向で作業をしていただきたいとこの場で決め

ればよろしいですね。 

【関委員】 はい。 

【村井主査】 それでは、是非そのように決めてさせていただきたいと思います。重要な

ことを先ほど椎名委員がご提案なさって今の話に続きましたので、椎名委員に感謝致

します。２つの点を先ほどご発言いただきましたが、ひとつは私的録画補償金の合意

形成で、文科大臣、それから、経産省の大臣等がいろいろな調整をされたということ

が先ほど田胡委員からもお話がありました。椎名委員は補償金の問題とは切り離して、

ご提案をするということでご発言をいただきましたし、それから、先ほど田胡委員が

おっしゃいましたように、補償金に関する合意形成は別の場所で、文化審議会の場と

いうことだと思いますが、進めるということです。先ほど堀委員からもコンテンツ大

国の実現とおっしゃっていただきましたが、この委員会においてもこの共通の目的に

対する議論を進めていただきたいというご発言は何度もありました。 

   それから、もう一つは、昨年答申の時に出ましたクリエーターの適正な対価の還元

です。繰り返しになりますが、やはり新しい世代が、このデジタル・コンテンツをど

う作っていくか、夢と希望を持って作っていけるという環境がとても大事だというこ

とはこの審議会の昨年の提言でも含まれており、それが補償金をもってするのではな

い形で進めるということですが、そうであるとすると、クリエーターの適正な対価の

還元の問題を皆で考え、それぞれの知恵を出していくことは、非常に大事なことであ

り、議論を進めさせていただきました。はい、どうぞ。 

【椎名委員】 必ずしも補償金でないということではなくて、補償金に限らないのであれ

ばというふうに思います。 

【村井主査】 そうですね。はい。いずれにせよ繰り返しこの問題に関して、情報通信審

議会として、デジタル・コンテンツの関係をどのように議論していくべきかというこ

とについては、それぞれのステークホルダーである皆さんにお集まりいただいて、そ

の議論を進めていただく場であることがとても大事であり、また、それぞれの立場の

方が具体的な方法を議論していくことが、とても大事です。事務局の方には今申し上

げた点を踏まえて、骨子、答申の案文の作成をお願いいたします。よろしくお願いい



たします。 

   それでは、その次の課題です。エンフォースメントに関する提言も、空欄になって

おりまして、これに関しても発言をお願いしたいと思います。まず、前回、資料を出

していただいた関委員からお願いいたします。 

【関委員】 基本的に前回にご説明、ご意見申し上げたことを、今日までの間に変わると

いうことはないので同じことなんですが、前回もお話ししましたように、結構１１回

というＷＧを通してずっとまとめてまいりました。前回もご説明しましたように、一

応、説明は放送事業者提出の資料にはなっておりましたが、それは基本的にＷＧの議

論をまとめてきたつもりでございます。その中で一応これまでの議論の中で、技術的

エンフォースメントと制度的エンフォースメントの課題というものを、この前は一応

明確にしたということをお話ししてございます。今後、この課題の１つずつに関して、

引き続き議論をして解決していくということが、重要ではないかと考えております。 

【村井主査】 ありがとうございます。藤沢委員も同様に何かありますか。 

【藤沢オブザーバー】 今、関委員に言っていただいたとおりなんですけれども、今日、

事務局のほうで取りまとめていただいた、２３ページの下段のところにありますよう

に、一定のコピー制御、私たちはそれをダビング１０だと思っておりますけれども、

この遵守を担保するための仕組みということで、エンフォースメントが必要であると

いうことについては、ここに書いてあるとおりで、皆さん一致した意見だと思ってお

ります。それをより効果的、あるいは、より経済的に実現していく手段ということで、

制度的エンフォースメントについても検討しましょうということで、前回ちょっと

長々とご説明いたしましたけれども、ああいう形で大体評価軸がまとまったと思って

おりますので、それの各項目について粛々と検討をしていくということで、これから

の提言という形でまとめていただければと思っております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。田胡委員、お願いいたします。 

【田胡委員】 先回ちょっと欠席して大変申しわけございません。私もワーキングに参加

したのですが、ワーキングでの議論は基本的に私の理解としては、一般論としてのテ

クニカル・エンフォースメントを議論したと、あるいは、一般論としてのリーガル・

エンフォースメント―制度的エンフォースメントを整理したのであって、比較評価を

した訳ではないという理解ですので、ここは改めて確認させていただきたいというこ

とが１点。 

   それから、２点目は、しからば今後どうするかという具体的な検討に当たっては、

やはり解決すべき課題は一体何でしょうかという、この特定がまず先決でありまして、

これがないと例えば技術面での検討もできないし、あるいは、場合によっては制度面

の検討もできないと考えております。したがって、今までの議論は一般論としてテク

ニカル・エンフォースメント、それから、制度的エンフォースメントを整理して、そ

ういう意味では民民の話といわゆる制度的な話というものを、交通整理してやったわ



けで、具体的な比較評価はこれからの課題と、そのためには早く特定の解決されるべ

き課題を、もう一回整理して特定することを 優先にすべきというような内容で、ま

とめていただきたいなと思っております。 

【村井主査】 ありがとございます。高橋委員、お願いいたします。 

【高橋委員】 制度的エンフォースメントと、技術的エンフォースメントをなるべく明ら

かにした上で、みんなで判断していこうということが非常に大事だと思っています。

今、田胡委員がおっしゃった解決すべき課題は何かと、これがもし共有できていない

とすれば、これをきちんと確認して書き込んでいくことが大事だと思います。消費者

サイドとしては厳しい法的ルールが欲しいと申し上げている訳ではなくて、エンフォ

ースメントをちゃんとできるのには何がいいかということですので、その選択肢とい

う形でもっとわかりやすくしてほしいということを前回も申し上げました。よく判断

できるようになってみんなで判断していけば、よろしいのではないかと思っておりま

す。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございました。椎名委員、お願いいたします。 

【椎名委員】 田胡委員のおっしゃった一般論を議論してきたというのは、ちょっと違和

感があります。地上放送について無反応機「フリーオ」という名前は出なかったにせ

よ、そういう無反応機がありますよ、Ｂ－ＣＡＳというシステムがあってこうやって

きましたよ、制度はどうやっていくんですか、極めて具体的な個別の事例について話

をしてきたと思うし、制度と技術ということについて放送事業者の方々から２回ぐら

い整理をして出していただいたと思うんですね。その比較をした上で様々な意見も出

てきたことを踏まえて、やはり制度と技術、特に制度について議論を続けていただく

ような、取りまとめにしていただけたらと思います。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。浅野委員、ご発言ございますでしょうか。 

【浅野委員】 直接ワーキンググループに参加していないので、どのような議論が行なわ

れたのか分かりませんが、ここに挙げられてきたということは、要するに合意形成が

取れていないことを意味していると私は理解しています。ここに関しては、もう少し

議論が必要なのではないでしょうか。本来事務局でまとめるべきものが、何故放送業

界側から報告として上がってくるのかという点についても私には分かりませんし、ま

だまだ議論はし尽くされていないと思っております。 

【村井主査】 ありがとうございます。時間が大分過ぎてしまいましたが、何かご発言は

はい、どうぞ。 

【植井委員】 すみません、時間がない中で手短に申し上げます。今、浅野委員おっしゃ

ったように、まだこういった形での対比という段階までしか来ておりませんが、前回

のたしか６月１０日だったと思いますが、この会でも関係者、ステークホルダーの皆

様はすべてこちらのほうでお出しした資料をベースにして、これから議論をどんどん

深めていこうと、粛々と進めようというような合意までは来ていたと思いますので、



是非これをベースにして今後さらに議論を深めていくという形で、進めいっていただ

きたいと思っております。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほか何かご発言はありますでしょうか。 

【福田委員】 よろしいでしょうか。 

【村井主査】 はい、どうぞ。 

【福田委員】 １１回も議論をして一般論に終わること自体が通常あり得ませんので、相

当具体的なテーマで絞り込んで議論をされているはずだと理解をしております。前回

放送側の委員の提出資料となっておりますけれども、ここにおいても技術的・制度的

の中に適用範囲、対象は無料の地上デジタル放送と書きながら、他のものも含めてよ

り具体的に書いてあるわけですね。それを、今、浅野委員がおっしゃいましたように、

なぜ放送側の委員だけから出てくるかということについては、私は放送側ですので放

送側がまとめたかどうかは別にして、我々としてはこの案というものを前回の審議会

においての答申にもありますように、やはり技術的であれ制度的であれ、議論してい

くんだということにのっとって議論をしていて、それでワーキングが出てきて、それ

で１１回議論した上で整理をされてきたものだろうと思います。ただ、このワーキン

グに関わっていらっしゃらない方から見ると、まだまだ議論が未成熟であるというご

指摘ならば、引き続きこの議論を深めた上で、目的に沿った解決を見出すということ

を記述していただきたいと思います。 

【村井主査】 はい、高橋委員、どうぞ。 

【高橋委員】 関連してですが、これは骨子だけなので、本体がどういうふうになるのか

わかりませんけれども、比較表自体が偏っていませんかと前回申し上げたわけです。

やはり両論併記になるのはある程度やむを得ないと思いますけれども、忠実に書いて

いただきたいと思います。という点から言えば、この骨子の中にはＢ－ＣＡＳのこと

が全然触れられてないように、私は斜め読みして思っているのですけれども、これに

関しては第四次中間答申で消費者側からの意見で、Ｂ－ＣＡＳに関しては複数の意見

が来ているんですね。それをまるで検討していなかったかのようにこの答申案ができ

るのはまずいと思っています。Ｂ－ＣＡＳに関してご意見を申し上げた立場からすれ

ば、そこに残っているもろもろの疑義に関しても、きちんと書き込んでいただきたい

ということを、事務局にお願いしたいと思います。以上です。 

【村井主査】  ありがとうございました。その他何かありますでしょうか。 

   大変貴重な議論をありがとうございました。長い時間をかけ、技術と制度の両面か

ら、色々な整理をしていただけましたし、先程の一般論か一般論ではないかという点

は、今後もまだ議論する必要があるという認識はどなたも共通であるようにお見受け

しました。２３日に、私から情報通信政策部会に報告をさせていただきますので、骨

子案をベースに、ご発言があった部分を加えて、報告させていただきます。 

   今、高橋委員がおっしゃったように、これを、答申としてどうするのかということ



は部会からのご意見も例年ありますので、また部会の後で皆さんにフィードバックさ

せていただき、その答申の案文審議をこの委員会で決めていただきたいと思います。

今のご発言を全部含めた上で、答申の案文を事務局で準備をしていただきます。２３

日の部会においては、今日の議論でご発言いただいたことを受けて、骨子案という形

でこの空白の部分を埋めた案を報告できると思います。今日ご議論していただいたこ

とに基づいて議論を続けていくということ、それから、現状は選択肢としての整理を

していただいたという段階でありますので、議論はエンフォースメントに関しての課

題も含めてこれから続けて参ります。 

   また、先ほどのダビング１０に関しましては、皆さんの大変長い間のご努力と、色々

な方の決断により、この空白を埋めることができると信じます。 

今申し上げました形で、部会での報告を致しました後、また皆さんにこの中間答申

案の案文を議論していただきたいと思います。引き続き様々なご意見を皆さんから、

事務局にお寄せください。技術ワーキンググループは、現時点での、 後の空白欄の

埋め方を議論する必要があると思いますので、私の報告前に１度、技術検討ワーキン

ググループを開催させていただき、その点を詰め、ご報告の案をフィックスさせてい

ただきたいと思います。ですので、この部分はこの委員会としては、技術ワーキング

グループを部会後に開催する形で調整させていただき、まずは来週の部会の報告を私

にお任せしていただいて、そして案文に関して皆さんのご意見を伺うということで、

進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

   はい、どうもありがとうございました。それでは、本日大変長い時間を頂いてしま

って申し訳ありませんでした。しかしながら、非常に長い間の懸案事項に、ある一定

の進み方が見えて参りました。皆様のいろいろなご意見、それから、貴重なご決断に

深く感謝をしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。以上でございます。 

 

以上 


